
 

 

               

 

             令 和 ７ 年 １ 月 ３ １ 日  

             北 海 道 開 発 局  
 

北海道で初めて「かわまち大賞」を受賞しました 

～平取町による「かわまちづくり」が表彰されます～ 
 

平取町による「かわまちづくり」が、全国で進められている「かわまちづくり」の中

から他の模範となる先進的な取組として「かわまち大賞」を受賞しましたので、お知ら

せします。 
 
国土交通省では、水辺を活かして地域の賑わい創出を目指す取組「かわまちづくり」を推進しています。 
「かわまち大賞」は、全国２８６か所の「かわまちづくり」の中から、他の模範となる先進的な取組として表

彰されるもので、平成３０年度の賞創設以降、これまで全国で１２か所が選定されています。令和６年度は

平取町を含む全国で３か所の受賞が決定し、北海道内の「かわまちづくり」では初めての受賞となります。

受賞者の表彰式は令和７年２月６日（木）に国土交通省にて行われ、国土交通大臣から表彰されます。 
 

１）全国の受賞箇所 

かわまちづくり名称 推進主体 関係自治体 

平取町
びらとりちょう

かわまちづくり 平取町アイヌ総合政策推進協議会（平取町） 北海道 平取町 

聖蹟
せいせき

桜ヶ丘
さくらがおか

かわまちづくり 

聖蹟桜ヶ丘かわまちづくり協議会 

一般社団法人聖蹟桜ヶ丘エリアマネジメント 

多摩市 

東京都 多摩市 

牛妻
うしづま

地区かわまちづくり 牛妻地区水辺利用調整協議会(静岡市) 静岡県 静岡市 

平取町かわまちづくりの取組及び評価は、「別紙①」及び動画（https://youtu.be/UZx3L-g8Erw）をご

覧ください。 
 

２）表彰式 

日時：令和７年２月６日（木） １６時３０分～１６時４５分頃 

場所：国土交通省 国土交通大臣室（予定） 

 表彰式の詳細は、以下の国土交通省の報道発表をご参照ください。 

国土交通省報道発表：https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000257.html 
 

３）添付資料 

  別紙①：受賞箇所の取組及び評価 

参考①：「かわまち大賞」の概要 

参考②：かわまちづくり支援制度の概要 

 
「かわまちづくり支援制度」の概要は、以下の北海道開発局ホームページにも掲載し
ています。 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kawa_kou/ud49g7000000ahtj.html 
 

全国の取組は、以下の国土交通省ホームページの「全国かわまちづくりＭＡＰ」でご
覧いただけます。 

https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/map.html 



 
 

 
北海道開発局では、川の自然環境や景観、水辺の活動、サイクリ
ング環境等、川に関する情報を効果的に発信するとともに、地域
と連携して、魅力的な水辺空間の創出、水辺利活用を促進し、北
海道らしい地域づくり・観光振興に貢献する「かわたびほっかい
どう」を推進しています。 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

【問合せ先】  

 ○かわまちづくり支援制度について 

     国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311 

       建設部 河川工事課 河川技術対策官  三浦 剛志（内線5313） 

                 上席治水専門官  大西 正容（内線5967） 

 

 ○平取町かわまちづくりについて 

     国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 電話（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）0143-25-7045 

           治 水 課   課 長    中村 洋祐（内線291） 

                 上席治水専門官  花山 知志（内線300） 

     平取町 アイヌ施策推進課 電話（代表）01457-2-2221 

                   課 長    木下 正人 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 
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河川空間を活用し、地域の賑わいを創出した、他の模範となる先進的な取組を国土交通大臣が表彰し、その取組
を全国に周知します。
取組団体を讃えるとともに、「かわまちづくり」支援制度を浸透させ、民間事業者の参入を促進し、民間事業者のも
つ「ノウハウ」等を活かした質の高い「かわまちづくり」を目指します。

かわまちづくり支援制度への登録
（R6年8月時点：286か所）

箇 所 Ａ

箇 所 Ｂ

＜供用済＞

箇 所 Ｃ

箇 所 Ｄ

＜一部供用＞

箇 所 Ｅ

箇 所 Ｆ

＜未供用＞

募
集
対
象

有識者で構成する

「審査委員会」
応 募

国土交通大臣による

「 表彰 」
審査
選定

※建築・都市史、観光、地域政
策、都市計画の分野の有識者
で構成
※表彰まで委員名簿は非公開

※受賞された応募主体に対し、
表彰式を実施。

『かわまち大賞』
表彰・周知

新規登録
計画変更

地域に新たな
賑わいの創出

来訪者増加による
地域の活性化

地域の資源を
活かした新たな
アイデアの創出

民間事業者の
参入意欲拡大

河川敷地の
利活用拡大

「かわまち大賞」のねらい

経済活動
社会活動の
生産性を向上

民間事業者のもつ
ノウハウを活かした
計画策定

「かわまち大賞」の概要参考①

＜募集対象＞
「かわまちづくり」計画が登録されている
２８６か所のうち、計画に基づく、全部又
は一部が供用している箇所のうち、取組
によって、地域のニーズに応じた利活用
が図られ、地域活性化に一定の成果を
上げている箇所を対象とします。



水源地から河口まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化及
び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理
者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す。（令和６年８月時点：２８６か所）

・都市・地域再生等利用区域の指定等による民間事業者等のオープンカフェ
等への河川空間の多様な利活用の促進

・優良事例に関する情報提供や必要な調査等により、計画の実現を支援

・治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理用通路や親水護岸
等の施設整備を通じ、まちづくりと一体となった水辺整備を支援。
（市町村、民間事業者が河川空間の利用施設を整備）

都市・地域再生等利用区域の指定の適用事例

先進的な取組の情報提供

親水護岸の利用
（新町川／徳島市）

河川管理用通路の利用
（最上川／長井市）

ソフト施策による支援 ハード施策による支援

かわまちづくり支援制度の概要

オープンカフェの設置
（京橋川／広島市）

遊歩道の民間活用
（道頓堀川／大阪市）

民間事業者の参加
（信濃川／新潟市）

賑わい拠点の整備
（木曽川／美濃加茂市）

かわまちづくりウェブサイト：https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/index.html

参考②


